
政
令
第
三
百
五
十
五
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
、
第

十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
幅
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
別
表
一
の
項
リ
」
を
「
別
表
一
の
項
チ
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
ホ
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
別
表
七
の
項

チ
」
を
「
別
表
七
の
項
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
ハ
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
ヘ
」
を
、
「
方
法
」
の
下
に
「
（
同
号

ヘ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
電
子
開
示
請
求
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
別
表
七
の
項
リ
」
を
「
別
表

七
の
項
チ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
別
表
七
の
項
ヌ
」
を
「
別
表
七
の
項
リ
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
別
表
七
の
項
ル
」
を

「
別
表
七
の
項
ヌ
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
別
表
七
の
項
ヲ
」
を
「
別
表
七
の
項
ル
」
に
改
め
る
。



別
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

文
書
又
は
図
画

イ

閲
覧

百
枚
ま
で
ご
と
に
つ
き
百
円

（
二
の
項
か
ら
四

ロ

撮
影
し
た
写
真
フ
ィ
ル
ム
を
印

一
枚
に
つ
き
百
円
に
十
二
枚
ま
で
ご
と
に
七
百
六
十
円

の
項
ま
で
又
は
八

画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
閲
覧

を
加
え
た
額

の
項
に
該
当
す
る

ハ

複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し

用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円
（
Ａ
二
判
に
つ
い
て
は
四
十

も
の
を
除
く
。
）

た
も
の
の
交
付
（
ニ
に
掲
げ
る
方

円
、
Ａ
一
判
に
つ
い
て
は
八
十
円
）

法
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
カ
ラ
ー

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
Ａ
二
判
に
つ
い
て
は
百
四

で
複
写
し
た
も
の
の
交
付

十
円
、
Ａ
一
判
に
つ
い
て
は
百
八
十
円
）

ホ

撮
影
し
た
写
真
フ
ィ
ル
ム
を
印

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円
（
縦
二
百
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付

横
二
百
五
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

五
百
二
十
円
）
に
十
二
枚
ま
で
ご
と
に
七
百
六
十
円
を

加
え
た
額



ヘ

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て

一
枚
に
つ
き
百
円
に
当
該
文
書
又
は
図
画
一
枚
ご
と
に

で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス

十
円
を
加
え
た
額

ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六

及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直

径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光

デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す

る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限

る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

ト

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円
に
当
該
文
書
又
は
図
画
一
枚
ご

で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス

と
に
十
円
を
加
え
た
額

ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一

に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生



装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な

も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付

チ

情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用

当
該
文
書
又
は
図
画
一
枚
に
つ
き
十
円

に
よ
る
方
法

別
表
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

電
磁
的
記
録

イ

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

用
紙
百
枚
ま
で
ご
と
に
つ
き
二
百
円

（
五
の
項
、
六
の

ロ

専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も

一
フ
ァ
イ
ル
に
つ
き
四
百
十
円

項
又
は
八
の
項
に

の
の
閲
覧
又
は
視
聴

該
当
す
る
も
の
を

ハ

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円

除
く
。
）

（
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

ニ

用
紙
に
カ
ラ
ー
で
出
力
し
た
も

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
十
円



の
の
交
付

ホ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

一
枚
に
つ
き
百
円
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
二
百
十
円
を

Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に

加
え
た
額

適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置

で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の

に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の

交
付

ヘ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
二
百
十

Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百

円
を
加
え
た
額

二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス

ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と

が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複



写
し
た
も
の
の
交
付

ト

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

一
フ
ァ
イ
ル
に
つ
き
二
百
十
円

る
方
法

チ

幅
十
二
・
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

一
巻
に
つ
き
七
千
円
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
二
百
十
円

オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
テ
ー
プ
に
複
写

を
加
え
た
額

し
た
も
の
の
交
付

リ

幅
十
二
・
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

一
巻
に
つ
き
八
百
円
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
一
三
五
に

磁
気
テ
ー
プ
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
複

適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
二
千
五
百
円
、
国
際
規
格

写
し
た
も
の
の
交
付

一
四
八
三
三
、
一
五
八
九
五
又
は
一
五
三
〇
七
に
適
合

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
八
千
六
百
円
、
一
万

五
百
円
又
は
一
万
二
千
九
百
円
）
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と

に
二
百
十
円
を
加
え
た
額

ヌ

幅
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
磁
気

一
巻
に
つ
き
千
八
百
円
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
一
四
二



テ
ー
プ
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
複
写
し

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
二
千
六
百
円
、
国
際
規

た
も
の
の
交
付

格
一
五
七
五
七
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
三
千
二

百
円
）
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
二
百
十
円
を
加
え
た
額

ル

幅
三
・
八
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

一
巻
に
つ
き
五
百
九
十
円
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
一
二

磁
気
テ
ー
プ
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
複

九
、
Ｘ
六
一
三
〇
又
は
Ｘ
六
一
三
七
に
適
合
す
る
も
の

写
し
た
も
の
の
交
付

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
百
円
、
千
三
百
円
又
は
千

七
百
五
十
円
）
に
一
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
二
百
十
円
を
加

え
た
額

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請



求
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
開
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

行
政
文
書
の
範
囲
を
拡
大
す
る
等
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


